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令和８年度 令和7年度 

Ｐ．２ 

３ 滋賀県における開発許可制度 

滋賀県では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る必要から、

市街化区域と市街化調整区域とを区分した都市計画区域を定めています。

この都市計画区域は、大津湖南（昭和 45 年決定）、彦根長浜（昭和 46 年

決定）、近江八幡八日市（昭和 48年決定）、甲賀広域（昭和 48 年決定）の

４区域で、これらの都市計画の決定により開発許可制度の適用が始まりま

した。 

 

Ｐ．４ 

６．草津市における区域区分等 

令和８年３月 31日 

 
（中略） 

 
 

Ｐ．２ 

３ 滋賀県における開発許可制度 

滋賀県では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る必要から、

市街化区域と市街化調整区域とを区分した都市計画区域を定めています。

この都市計画区域は、大津湖南（昭和 45 年決定）、彦根長浜（昭和 46 年

決定）、近江八幡八日市（昭和 48年決定）、甲賀広域（昭和 48 年決定）の

４区域で、これらの都市計画の決定により開発許可制度の適用が始まりし

た。 

 

Ｐ．４ 

６．草津市における区域区分等 

令和３年３月 30日 

 
（中略） 

 
 

 

 

 

 

 

 

行政区域 67.82 k㎡ 6,782ha 

都市計画区域 48.65 k㎡ 4,865ha 

市街化区域 19.84 k㎡ 1,984ha 

市街化調整区域 28.81 k㎡ 2,881ha 

 

地域地区見直し（南笠町の一部） 

区域区分見直し（第６回）等（編入：駒井沢、川原、下笠、矢

橋、木川、西矢倉 逆線：山寺） 

 

 

令和３年３月30日 
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令和８年度 令和7年度 

Ｐ．９ 

３ 形質の変更 

（１） 建築物（特定工作物の建設を含む）の建築を目的として、土地を

切土、盛土するとき。（形体の変更） 

 

Ｐ．１０ 

４ 現況有姿分譲の開発行為の解釈について（参考） 

（１） 土地の区画割 

 土地が戸建て住宅等の建築に適した形状、面積に分割されていること。 

（２） 区画街路 

 区画街路が整備され、又はその整備が予定され、宅地としての利用が可

能となっていること。 

（３） 擁壁 

 住宅建設を可能とする擁壁が設置され、又はその設置が予定されている

こと。 

（４） 販売価格 

 近隣の土地と比較してより宅地の価格に近いものといえること。 

（５） 利便施設 

 上下水道、電気供給施設等の整備がされ、若しくは近い将来整備される

ような説明がなされ、又は附近に購売施設、学校その他の公共施設があり、

生活上不便をきたさないような説明がなされていること。 

（６） 交通関係 

 交通関係が通勤等に便利であるとの説明がなされていること。 

（７） 附近の状況 

 附近で宅地開発、団地建設等が行われている、団地等がある、工場等の

職場がある等の説明がなされていること。 

（８） 名称 

 対象地に住宅団地と誤認するような名称が附されていること。 

 

Ｐ．９ 

３ 形質の変更 

（１） 建築物（特定工作物の建設を含む）の建築を目的として、土地を

切、盛土するとき。（形体の変更） 

 

Ｐ．１０ 

４ 現況有姿分譲の開発行為の解釈について（参考） 

 １ 土地の区画割 

 土地が戸建て住宅等の建築に適した形状、面積に分割されていること。 

 ２ 区画街路 

 区画街路が整備され、又はその整備が予定され、宅地としての利用が可

能となっていること。 

 ３ 擁壁 

 住宅建設を可能とする擁壁が設置され、又はその設置が予定されている

こと。 

 ４ 販売価格 

 近隣の土地と比較してより宅地の価格に近いものといえること。 

 ５ 利便施設 

 上下水道、電気供給施設等の整備がされ、若しくは近い将来整備される

ような説明がなされ、又は附近に購売施設、学校その他の公共施設があり、

生活上不便をきたさないような説明がなされていること。 

 ６ 交通関係 

 交通関係が通勤等に便利であるとの説明がなされていること。 

 ７ 附近の状況 

 附近で宅地開発、団地建設等が行われている、団地等がある、工場等の

職場がある等の説明がなされていること。 

 ８ 名称 

 対象地に住宅団地と誤認するような名称が附されていること。 
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令和８年度 令和7年度 

Ｐ．１６ 

 １ 開発行為に接続道路の築造が必要な場合 

（１） 水路・里道（法定外公共物）等の取り扱いについて 

 開発区域の接道部分に隣接する法定外公共物(国から市町が譲与をうけ

た道路、河川等で道路法や河川法その他の公共物の管理に関する法律の適

用または準用をうけないものをいう。)については原則含める。 

 ただし、一敷地開発についてはこの限りでない。この場合水路が進入口

と交差するときは、普通河川占用等の他法令の処理がなされていること。

接道となる道路と開発区域の間にある里道や開発区域を分断するような

里道は、払下げ、または付け替等を行い、適切に処理すること。 

 

（２） 雨水排水経路について 

 開発区域から排水施設のみが放流先河川まで設置される場合、原則とし

て含める。 

 

Ｐ．１８ 

４ 同一の開発者により複数の開発行為が行われる場合 

※同一の開発者とは、複数の開発行為に係る開発事業者、土地所有者、工

事施工者（下請け含む）のいずれかが同一である場合（所在地が同一また

は役員が重複している法人、またはグループ企業等である場合、その他、

個人、法人を問わず客観的に判断して同一性（関連性）があると認められ

る場合を含む）を言う。 

 

５ 前記３、４のケースで時期がずれて行われる場合 

前の開発行為完了前に次の開発行為に着手したときは一つの行為とし

て考える。 

 開発行為の完了とは、次のいずれかとする。 

（１） 開発許可に関する工事完了公告 

（２） 建築物の完了検査申請書の提出または仮使用認定 

Ｐ．１６ 

 １ 開発行為に接続道路の築造が必要な場合 

○ 水路・里道（法定外公共物）等の取り扱いについて 

 ・ 開発区域の接道部分に隣接する法定外公共物(国から市町が譲与を

うけた道路、河川等で道路法や河川法その他の公共物の管理に関する法律

の適用または準用をうけないものをいう。)については原則含める。 

 ただし、一敷地開発についてはこの限りでない。この場合水路が進入口

と交差するときは、普通河川占用等の他法令の処理がなされていること。

接道となる道路と開発区域の間にある里道や開発区域を分断するような

里道は、払下げ、または付け替等を行い、適切に処理すること。 

 

○ 雨水排水経路について 

 ・ 開発区域から排水施設のみが放流先河川まで設置される場合、原則

として含める。 

 

Ｐ．１８ 

４ 同一の開発者により複数の開発行為が行われる場合 

※同一の開発者とは、複数の開発行為に係る開発事業者または土地所有

者、工事施工者（下請け含む）が同一である場合（所在地が同一または役

員が重複している法人、またはグループ企業等である場合、その他、個人、

法人を問わず客観的に判断して同一性（関連性）があると認められる場合

を含む）を言う。 

 

５ 前記３、４のケースで時期がずれて行われる場合 

前の開発行為完了前に次の開発行為に着手したときは一つの行為とし

て考える。 

 開発行為の完了とは、次のいずれかとする。 

  ア 開発許可に関する工事完了公告 

  イ 建築物の完了検査申請書の提出または仮使用認定 
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令和８年度 令和7年度 

（３） 道路位置指定の公告 

 

７ 区域をまたがる場合の取り扱いについて（政令第 22 条の３） 

  ア 開発区域の面積の合計が、１ha未満であること。 

  イ 開発区域の面積の合計が、開発区域にかかるそれぞれの区域につ

いて許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満

であること。 

  ウ 市街化区域における開発区域の面積が、1,000 ㎡未満であること。 

  エ 非線引都市計画区域における開発区域の面積が、3,000 ㎡未満で

あること。 

  オ 準都市計画区域における開発区域の面積が、3,000 ㎡未満である

こと。 

 

Ｐ．１９ 

８ 開発区域が異なった許可権者の所管区域にまたがる場合 

（１） 中核市長とその他の者の事務となる場合は、行為の属する区域を

所管する各々の許可等権者において処理するものとする。なお、地方自治

法に基づき権限を移譲した場合は、移譲を受けた者とする。 

（２） 中核市長以外の者の二以上の者の事務となる場合は、行為全体の

規模、用途で許可の要否を判断し、行為の属する区域を各々の許可等権者

において処理するものとする。 

 

Ｐ．２０ 

 １ 特定工作物 

（１）第一種特定工作物 

 ア コンクリートプラント 

  ・ 建築基準法別表第２（ぬ）項第３号 13 の２に定められている「レ

ディーミクストコンクリートの製造またはセメントの袋詰で出力の

合計が 2.5kW を超える原動機を使用するもの」の用途に供する工作物 

  ウ 道路位置指定の公告 

 

７ 区域をまたがる場合の取り扱いについて（政令第 22 条の３） 

  ① 開発区域の面積の合計が、１ha未満であること。 

  ② 開発区域の面積の合計が、開発区域にかかるそれぞれの区域につ

いて許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満

であること。 

  ③ 市街化区域における開発区域の面積が、1,000 ㎡未満であること。 

  ④ 非線引都市計画区域における開発区域の面積が、3,000 ㎡未満であ

ること。 

  ⑤ 準都市計画区域における開発区域の面積が、3,000 ㎡未満であるこ

と。 

 

Ｐ．１９ 

８ 開発区域が異なった許可権者の所管区域にまたがる場合 

１） 中核市長とその他の者の事務となる場合は、行為の属する区域を

所管する各々の許可等権者において処理するものとする。なお、地方自治

法に基づき権限を移譲した場合は、移譲を受けた者とする。 

 ２） 中核市長以外の者の二以上の者の事務となる場合は、行為全体の

規模、用途で許可の要否を判断し、行為の属する区域を各々の許可等権者

において処理するものとする。 

 

Ｐ．２０ 

１ 特定工作物 

（１）第一種特定工作物 

 ア コンクリートプラント 

  ・ 建築基準法別表第二（ぬ）項第三号十三の二に定められている「レ

ディーミクストコンクリートの製造またはセメントの袋詰で出力の合

計が 2.5kW をこえる原動機を使用するもの」の用途に供する工作物 
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令和８年度 令和7年度 

 

Ｐ．２２ 

１ 建 築 物 

（１） 土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有する

もの（これに類する構造のものを含む。） 

（２） 観覧のための工作物（競技場のスタンド等） 

（３） 地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉

庫、その他それらに類する施設 

 

 ２ 建  築 

（２） 増  築 

 既存建築物の床面積の増加で同一棟、別棟を問わず同一敷地内におい

て、用途上不可分の建築物を建築すること。 

 

Ｐ．２８ 

【参考】 許可不要の増築・改築・用途変更 

 

Ｐ．２２ 

 １ 建 築 物 

ア 土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有する

もの（これに類する構造のものを含む。） 

  イ 観覧のための工作物（競技場のスタンド等） 

  ウ 地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉

庫、その他それらに類する施設 

 

 ２ 建  築 

（２） 増  築 

 既存建築物の床面積の増加で同一棟、別棟をとわず同一敷地内におい

て、用途上不可分の建築物を建築すること。 

 

Ｐ．２８ 

【参考】 許可不要の増築・改築・用途変更 
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令和８年度 令和7年度 

 
 

Ｐ．３８ 

表３－１ 法第 29 条第１項第３号に定める公益施設 

 
 

 

 
 

Ｐ．３８ 

表３－１ 法第 29 条第１項第３号に定める公益施設 

 
 

 

 

既存建築物の区分 
許可不要の増築・改築・用途変更の要件 参考 

用途変更後または改築後の用途 増築・改築後の延べ面積 敷地の範囲 注)１ 相続 譲渡 

許
可
を
受
け
た
建
築
物 

法 34 条１号～10 号に該当する建築物 
法 34 条の該当号の用途の範囲内 

(立地基準を含む) 

１．許可要件に上限が明記されて

いる場合 

  許可要件の範囲内 

２．許可要件に明記されていない

場合 

 (1)開発許可を受けた場合 

 制限なし 

 (2)建築許可を受けた既存建築物

が専用住宅以外の場合、直近の建

築確認時点もしくは、基準時の２

倍以内 

 (3)自己用一戸建専用住宅の場合、

制限なし 

許可時点の敷地内 

(通常の管理行為、軽

易な行為を除く) 

○ ○ 

法 34 条 11 号に該当する一戸建住宅 自己居住の用に供する一戸建住宅 ○ ○ 

法 34 条 12 号に該当

する一戸建住宅 

属人性を有するもの 

条例別表第１項～第３項 
自己居住の用に供する一戸建住宅 ○ × 

条例別表第４項 自己居住の用に供する一戸建住宅 ○ ○ 

法 34 条 13 号に該当する建築物 注)２ 
表２－３で既存建築物の用途が属

している区分イの用途の範囲内 
○ ○ 

法 34 条 14 号 予定建築物の範囲内 ○ 

× 

注)５ 

旧法第 34 条 10 号イ 予定建築物の範囲内 ○ ○ 

許
可
を
受
け
な
い
建
築
物 

既存宅地上の建築物 

表２－３で既存建築物の用途が属

している区分イの用途の範囲内 

(1)既存建築物が専用住宅以外の場

合直近の建築確認時点もしく

は、基準時の２倍以内 

(2)既存建築物が専用住宅の場合、

制限なし 

直近の建築確認時

点または基準時点

の敷地内 

(通常の管理行為、軽

易な行為を除く) 

○ ○ 

線引き前の建築物 ○ ○ 

農林漁業用住宅 農林漁業用住宅 

制限なし 制限なし 

○ 

注)３ 

○ 

注)３ 

法 29 条第１項第３号～11 号に該当する建築物 

注)４ 
左記の建築物 ○ ○ 

法令 号 公益施設 根拠法令 設 置 者 具 体 例 備 考 

政

令

第

21 

条 

 

１ 道路、一般自動車

道、専用自動車道

を構成する建築

物 

道路法第２

条第１項 

 

道路運送法 

第２条第８

項 

道路管理者 ○ 道路管理者の設ける駐車場、料

金徴収所 

 

× サービスエリア内の売店 

 

 

 

既存建築物の区分 
許可不要の増築・改築・用途変更の要件 参考 

用途変更後または改築後の用途 増築・改築後の延べ面積 敷地の範囲 注)１ 相続 譲渡 

許
可
を
受
け
た
建
築
物 

法 34 条１号～10 号に該当する建築物 
法 34 条の該当号の用途の範囲内 

(立地基準を含む) 
１．許可要件に上限が明記されて

いる場合 

  許可要件の範囲内 

２．許可要件に明記されていない

場合 

 (1)開発許可を受けた場合 

 制限なし 

 (2)建築許可を受けた既存建築物

が非住宅の場合、直近の建築確認

時点もしくは、基準時の２倍以内 

 (3)自己用一戸建専用住宅の場合、

制限なし 

許可時点の敷地内 

(通常の管理行為、軽

易な行為を除く) 

○ ○ 

法 34 条 11 号に該当する一戸建住宅 自己居住の用に供する一戸建住宅 ○ ○ 

法 34 条 12 号に該当

する一戸建住宅 

属人性を有するもの 

条例別表第１項～第３項 
自己居住の用に供する一戸建住宅 ○ × 

条例別表第４項 自己居住の用に供する一戸建住宅 ○ ○ 

法 34 条 13 号に該当する建築物 注)２ 
表２－３で既存建築物の用途が属

している区分イの用途の範囲内 
○ ○ 

法 34 条 14 号 予定建築物の範囲内 ○ 

× 

注)５ 

旧法第 34 条 10 号イ 予定建築物の範囲内 ○ ○ 

許
可
を
受
け
な
い
建
築
物 

既存宅地上の建築物 

表２－３で既存建築物の用途が属

している区分イの用途の範囲内 

(1)既存建築物が非住宅の場合直近

の建築確認時点もしくは、基準

時の２倍以内 

(2)既存建築物が専用住宅の場合、

制限なし 

直近の建築確認時

点または基準時点

の敷地内 

(通常の管理行為、軽

易な行為を除く) 

○ ○ 

線引き前の建築物 ○ ○ 

農林漁業用住宅 農林漁業用住宅 

制限なし 制限なし 

○ 

注)３ 

○ 

注)３ 

法 29 条第１項第３号～11 号に該当する建築物 

注)４ 
左記の建築物 ○ ○ 

法令 号 公益施設 根拠法令 設 置 者 具 体 例 備 考 

政 

令 

第 

21 

条 

１ 道路、一般自動車

道、専用自動車道

を構成する施設

である建築物 

道路法第２

条第１項 

 

道路運送法 

第２条第８

項 

道路管理者 ○ 道路管理者の設ける駐車場、料

金徴収所 

 

× サービスエリア内の売店 
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令和８年度 令和7年度 

 
 

 

 
 

 

法令 号 公益施設 根拠法令 設 置 者 具 体 例 備 考 

政

令

第

21 

条 

６ 一般乗合旅客自

動車運送事業、若

しくは一般貨物

自動車運送事業

(特別積合せ貨物

運送をするもの

に限る)の用に供

する建築物 

道路運送法 

第３条第１

号イ 

 

貨物自動車

運送事業法 

第２条第６

項 

大臣免許を

受けた者 

○ 車庫、整備工場、バス停留所、

貨物積下し場、待合所、営業所、

荷扱い所、休憩・睡眠施設 

 

× 貸切バスの車庫等 

近 畿 運 輸

局 に 施 設

の 確 認 が

必要 

 

法令 号 公益施設 根拠法令 設 置 者 具 体 例 備 考 

政 

令 

第 

21 

条 

６ 一般乗合旅客自

動車運送事業、も

しくは一般貨物

自動車運送事業

(特別積合せ貨物

運送をするもの

に限る)の用に供

する建築物 

道路運送法 

第３条第１

号イ 

 

貨物自動車

運送事業法 

第２条第６

項 

大臣免許を

受けた者 

○ 車庫、整備工場、バス停留所、

貨物積下し場、待合所、営業所、

荷扱い所、休憩・睡眠施設 

 

× 貸切バスの車庫等 

近 畿 運 輸

局 に 施 設

の 確 認 が

必要 
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令和８年度 令和7年度 

 
 

 
 

法令 号 公益施設 根拠法令 設 置 者 具 体 例 備 考 

政

令

第

21 

条 

14 電気事業の用に

供する電気工作

物を設置する施

設である建築物 

電気事業法 

第２条第１

項第 16 号 

大臣許可を

受けた電気

事業者 

 

○ 一般電気事業（一般の需要に

応じて電気供給する）および卸

電気事業（一般電気事業者への

供給）のための発電所、変電、送

電、配電所 

 

× 事務所・サービスステーショ

ン、特定規模電気事業用電気工

作物等（法２条第１項第７号） 

 

ガス事業の用に

供するガス工作

物を設置する施

設である建築物 

ガス事業法

第２条第 13

項 

（同条第１

項（一般ガス

事業）、同条 

第３項（簡易 

ガス事業）に

限る） 

大臣許可を

受けたガス

事業者、簡易

ガス事業者 

 

○ 一般ガス事業および簡易ガ

ス事業のためのガス発生設備、ガ

スホルダー、ガス精製設備、配

送、圧送、制圧設備 

 

× 事務所、サービスステーショ

ン、大口ガス事業のための施設 

 

 

法令 号 公益施設 根拠法令 設 置 者 具 体 例 備 考 

政 

令 

第 

21 

条 

14 電気事業の用に

供する電気工作

物を設置する施

設である建築物 

電気事業法 

第２条第１

項第９号、第

16 号 

大臣許可を

受けた電気

事業者 

 

○ 一般電気事業（一般の需要に

応じて電気供給する）および卸

電気事業（一般電気事業者への

供給）のための発電所、変電、送

電、配電所 

 

× 事務所・サービスステーショ

ン、特定規模電気事業用電気工

作物等（法２条第１項第７号） 

 

ガス工作物を設

置する施設であ

る建築物 

ガス事業法

第２条第 13

項 

（同条第１

項（一般ガス

事業）、同条 

第３項（簡易 

ガス事業）に

限る） 

大臣許可を

受けたガス

事業者、簡易

ガス事業者 

 

○ 一般ガス事業および簡易ガ

ス事業のためのガス発生設備、ガ

スホルダー、ガス精製設備、配

送、圧送、制圧設備 

 

× 事務所、サービスステーショ

ン、大口ガス事業のための施設 
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令和８年度 令和7年度 

 
 

 

 
 

 

法令 号 公益施設 根拠法令 設 置 者 具 体 例 備 考 

政

令

第

21 

条 

15 公共下水道、流域

下水道もしくは

都市下水路の用

に供する施設で

ある建築物 

下水道法 

第２条第３号

から第５号 

大臣認可を受

けた地方公共

団体 

 

 終末処理場、ポンプ場、汚水 

処理施設、下水処理施設、放水 

施設 

 

19 公共職業能力開

発施設ならびに

職業能力開発総

合大学校である

建築物 

職業能力開

発促進法 

第 15 条の７

第３項、 

同法第 27条 

第１項 

国、地方公共団

体、独立行政法

人高齢・障害・

求職者雇用支

援機構 

○ 職業能力開発校、職業能力

開発短期大学校、職業能力開

発大学校、職業能力開発促進

センター、障害者職業能力開

発校 

○ 職業能力開発総合大学校 

 

× 事業内職業訓練所（共同作

業訓練所） 

 

 

法令 号 公益施設 根拠法令 設 置 者 具 体 例 備 考 

政

令

第

21 

条 

27 国立研究開発法

人量子科学技術

研究開発機構が

業務の用に供す

る施設である建

築物 

国立研究開

発法人量子

科学技術研

究開発機構

法第 16 条第

１項第１号 

国立研究開

発法人量子

科学技術研

究開発機構 

量子科学技術研究開発機構が

その業務の用に供する施設であ

る建築物 

 

28 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が業務の用に供する施設である建築物（内容

省略） 

 

 

29 独立行政法人水資源機構が設置する水資源開発施設である建築物（内容省略） 

 
30 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が業務の用に供する施設である建築物（内容省

略） 

 

 

 

31 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が業務の用に供する施設である

建築物（内容省略） 

 

 

 

法令 号 公益施設 根拠法令 設 置 者 具 体 例 備 考 

政 

令 

第 

21 

条 

15 公共下水道、流域

下水道もしくは

都市下水路の用

に供する施設で

ある建築物 

下水道法 

第２条第３

号、第４号、

第５号 

大臣認可を受

けた地方公共

団体 

 

 終末処理場、ポンプ場、汚水 

処理施設、下水処理施設、放水 

施設 

 

19 公共職業能力開

発施設ならびに

職業能力開発総

合大学校である

建築物 

職業能力開

発促進法 

第 15 条の６

第３項、 

同法第 27条 

第１項 

国、地方公共団

体、独立行政法

人高齢・障害・

求職者雇用支

援機構 

○ 職業能力開発校、職業能力

開発短期大学校、職業能力開

発大学校、職業能力開発促進

センター、障害者職業能力開

発校 

○ 職業能力開発総合大学校 

 

× 事業内職業訓練所（共同作

業訓練所） 

 

 

法令 号 公益施設 根拠法令 設 置 者 具 体 例 備 考 

政 

令 

第 

21 

条 

（新規追加） 

27 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が業務の用に供する施設である建築物（内容

省略） 

28 独立行政法人水資源機構が設置する水資源開発施設である建築物（内容省略） 

  
29 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が業務の用に供する施設である建築物（内容省

略） 

30 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が業務の用に供する施設である

建築物（内容省略） 
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令和８年度 令和7年度 

Ｐ．４９ 

※農業者証明等 

① 農家住宅の場合（農家住宅の敷地内に建てる農業用施設も含む）は、農

業委員会が発行する農業者証明（一年以内、原本）、農業用施設（農業用倉

庫等）の場合は、農業委員会が発行する耕作証明（一年以内、原本）を添

付すること。 

② 林業者及び、漁業者等の施設の取り扱いについては、開発調整課に問

い合わせください。 

 

 

 

 

Ｐ．６１ 

草津市開発登録簿の閲覧等に関する規則 
(閲覧時間) 

第３条 登録簿の閲覧時間は、午前９時 00 分から午後４時 45

分までとする。 

 

Ｐ．６２ 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成 11年３月 15 日規則第 5号) 

1 この規則は、平成 11年４月１日から施行する。 

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、

当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。 

付 則(平成 18年３月 31 日規則第 23 号)抄 

1 この規則は、平成 18年４月１日から施行する。 

付 則(平成 21年４月１日規則第８号)抄 

1 この規則は、平成 21年４月１日から施行する。 

Ｐ．４９ 

※農業者証明等 

① 農地転用を伴う場合は、農地転用許可書(原本)を添付すること。ただ

し申請時に許可内容等に変更がない場合に限る。原本還付が必要な場合

は、写しに「原本と相違ない旨の記述、確認者、印」を明示すること。 

② ①以外は、農家住宅の場合（農家住宅の敷地内に建てる農業用施設も

含む）は、農業委員会が発行する農業者証明（一年以内、原本）、農業用施

設（農業用倉庫等）の場合は、農業委員会が発行する耕作証明（一年以内、

原本）を添付すること。 

③ 林業者及び、漁業者等の施設の取り扱いについては、開発調整課に問

い合わせください。 

 

Ｐ．６１ 

草津市開発登録簿の閲覧等に関する規則 

(閲覧時間) 

第３条 登録簿の閲覧時間は、午前８時 30 分から午後５時 15 分までとす

る。 

 

Ｐ．６２ 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成 11年３月 15 日規則第 5号) 

1 この規則は、平成 11年４月１日から施行する。 

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、

当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。 

付 則(平成 18年３月 31 日規則第 23 号)抄 

1 この規則は、平成 18年４月１日から施行する。 

付 則(平成 21年４月１日規則第８号)抄 

1 この規則は、平成 21年４月１日から施行する。 
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令和８年度 令和7年度 

付 則(平成 30年３月２日規則第 12 号) 

（施行期日） 

1 この規則は、平成 30年４月１日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の草津市開発登録

簿の閲覧等に関する規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整を

加えて、これを使用することができる。 

付 則(令和３年３月 23日規則第 11 号) 

（施行期日） 

1 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の草津市開発登録

簿の閲覧等に関する規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整を

加えて、これを使用することができる。 

付 則(令和 7年 3月 26 日規則第 7 号) 

この規則は、令和 7年 7月 1 日から施行する。 

Ｐ．６５ 

３ 事業遂行の能力（法第 33 条第１項第 12 号、第 13 号） 

（１）申請者の能力 

 第 12 号では、申請者に当該開発行為を完成させるために必要な資力お

よび信用があることが要求されている。すなわち、事業計画どおりに事業

を遂行するために必要な資金調達能力や、過去の事業実績などから判断し

て、申請者が許可条件を遵守して誠実に開発行為を完遂できるかどうかを

確認することとする。 

 

４ 関係権利者の同意（法第 33 条第１項第 14号） 

（１）権利者の範囲 

本号において「妨げとなる権利を有する者」とは、土地については所有

権、永小作権、地役権、地上権、賃借権、質権、抵当権、先取特権（所有

付 則(平成 30年３月２日規則第 12 号) 

（施行期日） 

1 この規則は、平成 30年４月１日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の草津市開発登録

簿の閲覧等に関する規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加

えて、これを使用することができる。 

付 則(令和３年３月 23日規則第 11 号) 

（施行期日） 

1 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の草津市開発登録

簿の閲覧等に関する規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加

えて、これを使用することができる。 

 

 

Ｐ．６５ 

３ 事業遂行の能力（法第 33 条第１項第 12 号、第 13 号） 

（１）申請者の能力 

 第 12 号では、申請者に当該開発行為を完成させるために必要な資力お

よび信用があることが要求されている。すなわち、事業計画どおりに当該

事業を完成するに必要な資金調達の能力があるかどうか、過去の事業実績

などから判断して、誠実に許可条件を遵守して事業を完成させ得るかどう

かを確認することとする。 

 

４ 関係権利者の同意（法第 33 条第１項第 14号） 

（１）権利者の範囲 

 「妨げとなる権利を有する者」とは、土地については所有権、永小作権、

地役権、地上権、賃借権、質権、抵当権、先取特権（所有権移転請求権等）
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令和８年度 令和7年度 

権移転請求権等）などを有する者のほか、土地が保全処分の対象となって

いる場合にはその保全処分をした者(裁判官)を含む。また工作物（建築物

を含む）については所有権、賃借権、質権、抵当権、先取特権（所有権移

転請求権等）などを有する者のほか、土地改良施設がある場合にはその管

理者が含まれる。 

 

Ｐ．６６ 

（２）相当数の同意 

 （開発許可制度運用指針 令和７年３月 Ⅰ-５-１１参照） 

 

Ｐ．６８ 

第８号の２  

市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為

を行うのに適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代

わるべき建築物又は第一種特定工作物（いずれも当該区域外において従前

の建築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとな

るものに限る。）の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為（政令

第 29 条の９） 

 

Ｐ．６９ 

１ 「法第 34 条第１号」の許可基準 

 表（表４－２，４－３）に掲げるもののうち、主として当該開発区域の

周辺の市街化調整区域において居住している者の利用に供する公益上必

要な建築物またはこれらの者の日常生活のために必要な物品の販売、加

工、修理等の店舗および事業場を対象とする。（なお、政令第 22 条第６号

に該当するものは、法第 29 条第１項第 11 号の規定により開発許可が不要

となるが、当該開発区域周辺の市街化調整区域に居住している者が自ら当

該業務を営むために行うものを対象とし、法第 34 条第１号の「これらに

類する建築物」は含まない。） 

等を有する者のほか、土地が保全処分の対象となっている場合にはその保

全処分をした者(裁判官)を含む。また工作物（建築物を含む）については

所有権、賃借権、質権、抵当権、先取特権（所有権移転請求権等）等を有

する者のほか、土地改良施設がある場合にはその管理者が含まれる。 

 

 

Ｐ．６６ 

（２）相当数の同意 

 （開発許可制度運用指針 令和５年１２月 Ⅰ-５-１１参照） 

 

Ｐ．６８ 

第８号の２  

市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為

を行うのに適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代

わるべき建築物又は第一種特定工作物（いずれも当該区域外において従前

の建築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとな

るものに限る。）の建築又は建設の用に供する目的で行う開発 

 

 

Ｐ．６９ 

１ 「法第 34 条第１号」の許可基準 

 表（表４-２，４-３）に掲げるもののうち、主として当該開発区域の周

辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物ま

たはこれらの者の日常生活のために必要な物品の販売、加工、修理等の店

舗および事業場を対象とする。（なお、政令第 22条第６号に該当するもの

は、法第 29 条第１項第 11 号の規定により開発許可が不要となるが、当該

開発区域周辺の市街化調整区域に居住している者が自ら当該業務を営む

ために行うものを対象とし、法第 34 条第１号の「これらに類する建築物」

は含まない。） 
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令和８年度 令和7年度 

なお、法第 34 条第１号の対象とする公益施設については、巻末別表の表

４－２を参照のこと。 

Ⅰ 公益上必要な建築物 

【許可要件】 

 

Ｐ．７０ 

Ⅱ 日常生活のための店舗等 

表４－３ 法第 34 条第１号の対象とする業種一覧表（日本標準産業分類：

令和５年６月改訂） 

 

Ｐ．７１ 

① 申請地周辺の市街化調整区域に居住する者を主たるサービス対象と

するものに限る。 

② 地元自治会等周辺住民に対して事業計画内容が周知され、理解が得ら

れるものであること。 

③ 営業(資格)に関して必要な他法令の許可等を得ているか、得られるこ

とが確実であること。 

④ 居住・宿泊機能の併設は認めない。 

⑤ 敷地の規模、建築物の規模は表４－４のとおりとする。 

※ 予定建築物等の用途については、自己業務用に限る。（申請地は借地

可） 

 

Ｐ．７２ 

表４－４ 敷地の規模、建築物の規模 

なお、法第 34 条第１号の対象とする公益施設については、巻末別表の表

４－２を参照のこと。 

 

【許可要件】 

 

Ｐ．７０ 

 

表４－３ 法第 34 条第１号の対象とする業種一覧表（日本標準産業分類：

令和５年６月改訂） 

 

Ｐ．７１ 

① 申請地周辺の市街化調整区域に居住する者を主たるサービス対象と

するものに限る。 

② 地元自治会等周辺住民に対して事業計画内容が周知され、理解が得ら

れるものであること。 

③ 営業(資格)に関して必要な他法令の許可等を得ているか、得られるこ

とが確実であること。 

④  居住・宿泊機能の併設は認めない。 

⑤ 敷地の規模、建築物の規模は表４－４のとおりとする。 

⑥ 予定建築物等の用途については、自己業務用に限る。（申請地は借地

可） 

 

Ｐ．７２ 

表４－４ 敷地の規模、建築物の規模 
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令和８年度 令和7年度 

 
※ 自動車小売業または農機具小売業とそれぞれの修理業の併設につい

ては可能であり、敷地、建築物の規模については、小売業、修理業のそれ

ぞれの範囲内とする。 

 

Ｐ．７３ 

（３）その他の資源の有効な利用上必要な建築物または第一種特定工作物 

【許可要件】 

① 本号の「資源」とは当該市街化調整区域内に存在（産出）する資源に

限定される。 

② 申請地は原則として資源発生地であること。 

③ 地元自治会等周辺住民に対して事業計画内容が周知され、理解が得ら

れるものであること。 

※ 予定建築物等の用途については、自己業務用に限る。 

 

４ 「法第 34 条第４号」の許可基準 

【許可要件】 

① 建築物またはその中の機械工作物が直接、農業、林業または漁業の用

に供されるもの、もしくは、市街化調整区域の当地で生産される農林水産

 
注 1 自動車小売業または農機具小売業とそれぞれの修理業の併設につい

ては可能であり、敷地、建築物の規模については、小売業、修理業のそれ

ぞれの範囲内とする。 

 

Ｐ．７３ 

（３）その他の資源の有効な利用上必要な建築物または第一種特定工作物 

【許可要件】 

① 本号の「資源」とは当該市街化調整区域内に存在（産出）する資源に

限定される。 

② 申請地は原則として資源発生地であること。 

③ 地元自治会等周辺住民に対して事業計画内容が周知され、理解が得ら

れるものであること。 

④ 予定建築物等の用途については、自己業務用に限る。 

 

４ 「法第 34 条第４号」の許可基準 

【許可要件】 

① 建築物またはその中の機械工作物が直接、農業、林業または漁業の用

に供されるもの、若しくは、市街化調整区域の当地で生産される農林水産

種   別 小 分 類 敷地の規模 建築物の規模（延床面積） 

小 売 業  500 ㎡以内  200 ㎡以内（倉庫も面積に含み 20％以内） 

飲 食 業  500 ㎡以内  200 ㎡以内（倉庫も面積に含み 20％以内） 

サービス業  500 ㎡以内  200 ㎡以内（倉庫も面積に含み 20％以内） 

教育・学習支援業  500 ㎡以内  200 ㎡以内（倉庫も面積に含み 20％以内） 

医 療 業  500 ㎡以内  200 ㎡以内（倉庫も面積に含み 20％以内） 

修 理 業 

 自動車整備業 

 機械修理業 ※ 
1,000 ㎡以内  500 ㎡以内（倉庫も面積に含む） 

 上記以外の修理業 500 ㎡以内  200 ㎡以内（倉庫も面積に含む） 

給 油 所  1,500 ㎡以内 
 500 ㎡以内（キャノピー、倉庫も店舗面積 

 に含む） 

そ の 他  2,000 ㎡以内  必要最小限 

 

種   別 小 分 類 敷地の規模 建築物の規模（延床面積） 

小 売 業  500 ㎡以内  200 ㎡以内（倉庫も面積に含み 20％以内） 

飲 食 業  500 ㎡以内  200 ㎡以内（倉庫も面積に含み 20％以内） 

サービス業  500 ㎡以内  200 ㎡以内（倉庫も面積に含み 20％以内） 

教育・学習支援業  500 ㎡以内  200 ㎡以内（倉庫も面積に含み 20％以内） 

医 療 業  500 ㎡以内  200 ㎡以内（倉庫も面積に含み 20％以内） 

修 理 業 

 自動車整備業 

 機械修理業 注１ 
1,000 ㎡以内  500 ㎡以内（倉庫も面積に含む） 

 上記以外の修理業 500 ㎡以内  200 ㎡以内（倉庫も面積に含む） 

給 油 所  1,500 ㎡以内 
 500 ㎡以内（キャノピー、倉庫も店舗面積 

 に含む） 

そ の 他  2,000 ㎡以内  必要最小限 
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令和８年度 令和7年度 

物を 50％以上使用して、その処理、貯蔵、加工を産地においてすみやかに

行う必要性があるものに限る。 

② 当該建築物におけるの小売も認めるが、その売場面積は全体の 50％未

満かつ 200 ㎡以内に限る。 

 

Ｐ．７４ 

５ 「法第 34 条第５号」の許可基準 

【許可要件】 

① 特定農山村法第８条第６項の規定により、あらかじめ知事の承認を受

けて草津市により作成・公告された所有権移転等促進計画に従って行われ

る農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのもの

に限る。 

※ 予定建築物等の用途については、自己業務用に限る。 

 

Ｐ．７６ 

８ 「法第 34 条第８号」の許可基準 

【許可要件】 

① 「火薬類取締法第２条第１項の火薬類（政令第 29 条の６第１項）」を

貯蔵または処理の用に供する「火薬類取締法第 12 条第１項に規定する火

薬庫（政令第 29 条の６第２項）」である建築物又は第一種特定工作物の建

築又は建設の用に供するものに限る。 

※ 予定建築物等の用途については、自己業務用に限る。 

 

８－２ 「法第 34 条第８号の２」の許可基準 

【必要書類】 

・ 開発説明書（建築物の概要を説明する書類） 

・ 既存敷地の利用計画書 

・ 今回敷地の選定理由書 

・ 全体計画図（Ｓ＝1/500） 

物を 50％以上使用して、その処理、貯蔵、加工を産地においてすみやかに

行う必要性があるものに限る。 

② 当該建築物においての小売も認めるが、その売場面積は全体の 50％未

満かつ 200 ㎡以内に限る。 

 

Ｐ．７４ 

５ 「法第 34 条第５号」の許可基準 

【許可要件】 

① 特定農山村法第８条第６項の規定により、あらかじめ知事の承認を受

けて草津市により作成・公告された所有権移転等促進計画に従って行われ

る農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのもの

に限る。 

② 予定建築物等の用途については、自己業務用に限る。 

 

Ｐ．７６ 

８ 「法第 34 条第８号」の許可基準 

【許可要件】 

① 「火薬類取締法第２条第１項の火薬類（政令第 29 条の６第１項）」を

貯蔵または処理の用に供する「火薬類取締法第 12 条第１項に規定する火

薬庫（政令第 29 条の６第２項）」である建築物又は第一種特定工作物の建

築又は建設の用に供するものに限る。 

② 予定建築物等の用途については、自己業務用に限る。 

 

８－２ 「法第 34 条第８号の２」の許可基準 

【必要書類】 

① 開発説明書（建築物の概要を説明する書類） 

② 既存敷地の利用計画書 

③ 今回敷地の選定理由書 

④ 全体計画図（Ｓ＝1/500） 
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令和８年度 令和7年度 

・ 建物配置図、平面図（Ｓ＝1/100～1/500） 

・ その他市長が必要と認める書類 

 

Ｐ．７９ 

１．一般区域 

【許可要件】 

※1「50 以上の建築物」の考え方 

1) 平成 16 年６月１日時点の市街化区域内に存する建築物を含む場合は、

市街化調整区域内に 20以上の建築物が存すること。 

2) 事務所、店舗、工場、銀行、農協、ＮＴＴ、自治会館、集会所、倉庫等、

直接居住の用に供さないものについては数に算入しない。 

3) 次の公益施設に限り数に算入する。（病院、診療所、小学校および中学

校、幼稚園、保育所、公民館、コミュニティ防災センター、交番および駐

在所、グループホーム、デイサービスセンター） 

※2「有効宅地部分」の考え方 

1) 路地状敷地部分（※３）が 4.0ｍを超える場合は、予定建築物の外壁ま

でを有効宅地部分とみなす。 

2) 路地状敷地部分が 6.0ｍ以上確保されている場合は有効宅地部分とみ

なす。 

3）建築基準法第 42条第２項道路による道路後退部分については、有効宅

地に含めない。 

4) 上記のほか、例４に示すように、6ｍ×6ｍの正方形が確保できない場

合は有効宅地としてみなさない。ただし、平成 16 年 6 月 1 日以後に有効

宅地を市条例で定める区域内に含めるように分合筆されていると認めら

れない場合はこの限りではない。 

※3 路地状敷地部分とは、有効宅地部分を除く部分をいう。 

 

Ｐ．８２ 

【必要書類】 

⑤ 建物配置図、平面図（Ｓ＝1/100～1/500） 

⑥ その他市長が必要と認める書類 

 

Ｐ．７９ 

１．一般区域 

【許可要件】 

※1「50 以上の建築物」の考え方 

1) 平成 16 年６月１日時点の市街化区域内に存する建築物を含む場合は、

市街化調整区域内に 20以上の建築物が存すること。 

2) 事務所、店舗、工場、銀行、農協、ＮＴＴ、自治会館、集会所、倉庫等、

直接居住の用に供さないものについては数に算入しない。 

3) 次の公益施設に限り数に算入する。（病院、診療所、小学校および中学

校、幼稚園、保育所、公民館、コミュニティ防災センター、交番および駐

在所、グループホーム、デイサービスセンター） 

※2「有効宅地部分」の考え方 

1) 路地状敷地部分（※３）が 4.0ｍを超える場合は、予定建築物の外壁ま

でを有効宅地部分とみなす。 

2) 路地状敷地部分が 6.0ｍ以上確保されている場合は有効宅地部分とみ

なす。 

3）建築基準法第 42条第２項道路による道路後退部分については、有効宅

地に含めない。 

（新規追加） 

 

 

 

※3 路地状敷地部分とは、有効宅地部分を除く部分をいう。 

 

Ｐ．８２ 

【必要書類】 
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令和８年度 令和7年度 

・申請理由書（申請者の住所、氏名を記入したもので、自己の居住（自ら

の生活の本拠として利用することをいう。）の用に供する住宅を必要とす

る理由、現在居住している住宅の自借家の別、当該市街化調整区域におい

て建築する理由、兼用の有無を明記し、兼用がある場合はその用途と業務

内容を詳しく記入のこと、建築物の着工、完了の予定年月日、現住居の許

可後の取扱い方法、他法令に適合していること等を漏れなく記入のこと。） 

・申請地の登記事項証明書の原本（３ヶ月以内のもの） 

・申請地の所有権等の権利にかかる書類（売買契約書、相続確約書等） 

・住民票（申請地に住む住人全員・続柄のわかるもの）の原本（３ヶ月以

内のもの） 

・建築図面（平面図、立面図等） 

・位置図（縮尺 1/2500 以上） 

・市条例で定める区域の土地であることを証する書面（50ｍ以内で 50 以

上の建築物が連たんしていること、および任意の敷地から 50ｍ以内である

ことがわかる図書（縮尺・作成者明記のこと）） 

・その他市長が必要と認める書類 

 

２．特定区域（商業業務施設立地区域） 

【許可要件】 

(4) 予定建築物の形態は、都市計画法第 41 条第１項の規定を適用し、次

の各号のいずれにも該当するものであること。 

 

Ｐ．８３ 

３．特定区域（分譲住宅立地区域） 

【許可要件】 

4) 市街化区域に接している部分を除く部分が、道路または河川その他の

地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより区分されている

こと。 

 

・申請理由書（申請者の住所、氏名を記入したもので、自己の居住（自らの

生活の本拠として利用することをいう。）の用に供する住宅を必要とする理

由、現在居住している住宅の自借家の別、当該市街化調整区域において建

築する理由、兼用の有無を明記し、兼用がある場合はその用途と業務内容

を詳しく記入のこと、建築物の着工、完了の予定年月日、現住居の許可後

の取扱い方法、他法令に適合していること等を漏れなく記入のこと。） 

・申請地の登記事項証明書の原本（３ヶ月以内のもの）を添付 

・申請地の所有権等の権利にかかる書類（売買契約書、相続確約書等） 

・住民票（申請地に住む住人全員・続柄のわかるもの）の原本（３ヶ月以

内のもの）を添付 

・建築図面（平面図、立面図等） 

・位置図（縮尺 1/2500 以上） 

・市条例で定める区域の土地であることを証する書面（50ｍ以内で 50 以

上の建築物が連たんしていること、および任意の敷地から 50ｍ以内である

ことがわかる図書（縮尺・作成者明記のこと）） 

・その他市長が必要と認める書類 

 

２．特定区域（商業業務施設立地区域） 

【許可要件】 

(4) 予定建築物の形態は、都市計画法第 41 条第１項の規定を適用し、次

の各号いずれにも該当するものであること。 

 

Ｐ．８３ 

３．特定区域（分譲住宅立地区域） 

【許可要件】 

4) 市街化区域に接している部分を除く部分が、道路または河川その他の

地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより区分されている

こと。 

草津市告示第 114 号（平成 16 年６月１日） 
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令和８年度 令和7年度 

〇草津市開発行為の手続および基準等に関する条例第 10 条第１項第３号

に規定する土地の区域を次のとおり制定する。 

① 平井町、平井三丁目、川原一丁目、川原三丁目地先であって、主要地

方道栗東志那中線以南かつ市道上笠川原駒井沢線以東で市街化区域まで

の区域（商業業務施設立地区域を除く） 

② 上笠一丁目地先であって、市道上笠川原駒井沢線以東、市街化区域ま

での区域 

 

 

 

 

 

Ｐ．８４ 

【必要書類】 

・法第 41条制限区域図（土地所在図に制限区域を着色したもの） 

・開発許可の場合下記の図書を提出すること 

① 資金計画書 （様式９、様式 10） 

② 設計者資格調書 （様式 11） 

③ 申請者資力信用調書 （様式 12） 

④ 工事施行者の工事能力調書 （様式 13） 

・その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津市開発行為の手続および基準等に関する条例第 10 条第１項第３号

に規定する土地の区域を次のとおり制定する。 

① 平井町、平井三丁目、川原町、川原一丁目、川原三丁目、駒井沢町地

先であって、主要地方道栗東志那中線以南かつ市道上笠川原駒井沢線以東

で市街化区域までの区域（商業業務施設立地区域を除く） 

② 上笠一丁目地先であって、市道上笠川原駒井沢線以東、市街化区域ま

での区域 

③ 主要地方道大津能登川長浜線以北、市道東草津山寺線までの間であっ

て、市道青地南北線以東、名神高速道路までの区域 

④ 東海道新幹線以東、名神高速道路までの間であって、市道野路若草線

以北、市道追分矢倉南山田線以南の区域 

 

Ｐ．８４ 

【必要書類】 

・開発許可の場合下記の図書を提出すること 

① 資金計画書 （様式９、様式 10） 

② 設計者資格調書 （様式 11） 

③ 申請者資力信用調書 （様式 12） 

④ 工事施行者の工事能力調書 （様式 13） 

・法第 41条制限区域図（土地所在図に制限区域を着色したもの） 

・その他市長が必要と認める書類 

（附 則） 

この基準は、平成 16 年６月１日から施行する。  

（附 則） 

この基準は、平成 17 年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、平成 20 年４月１日から施行する。 

（附 則） 

１ この基準は、平成 20 年 10 月１日から施行する。 
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令和８年度 令和7年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ．８５ 

２．特定区域（商業業務施設立地区域） 

(1) 道路 

申請地内には都市計画道路大津湖南幹線から後背地に至る幅員９ｍ以上

の道路を設置すること。当該開発道路の配置について、開発区域内に市の

定める道路網計画がある場合は、その位置に道路を配するものとし、計画

  （経過措置） 

２ Ｉ-１-（10）を除き、改正後の「都市計画法第 34 条第 11 号に基づく

開発行為に関する取扱い基準」の規定は、施行日以後に開発事業事前申請

書が受理される開発事業に適用し、施行日前に開発事業事前申請書が受理

された開発事業については、なお、従前の規定による。 

（附 則） 

この基準は、平成 24年 10 月１日から施行する。 

 

（附 則） 

この基準は、平成 26 年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、平成 27 年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、平成 28 年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、平成 31 年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、令和５年４月１日から施行する。 

 

Ｐ．８６ 

２．特定区域（商業業務施設立地区域） 

(1) 道路 

申請地内には都市計画道路大津湖南幹線から後背地に至る幅員９ｍ以上

の道路を設置すること。当該開発道路の配置について、開発区域内に市の

定める道路網計画がある場合は、その位置に道路を配するものとし、計画
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令和８年度 令和7年度 

がない場合でも道路網計画に定めた道路位置から概ね 100ｍ以内の位置に

当該開発道路を設置し、市に帰属すること。ただし、予定建築物の形態、

および地形上、これに拠ることが困難な場合は、同等以上の機能を確保す

ることで、別途協議できるものとする。 

 

Ｐ．８６ 

３．特定区域（分譲住宅立地区域） 

(2) 公園・緑地 

５ha 未満の開発については公園を１箇所以上設け市に帰属するものとす

る。公園１箇所の面積は 300 ㎡以上、かつ、公園等の合計面積は開発区域

全体の面積の３％以上とする。 

 

(5) 集会所 

集会所用地は、公園に隣接する位置に設置し、市に帰属すること。 

設置基準：計画戸数 50 戸に対し１箇所設置するものとする。ただし、計

画戸数が 50 戸に満たない場合や、開発区域が１ha 未満の場合であっても

１箇所設置するものとする。 

 

Ｐ．８７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がない場合でも道路網計画に定めた道路位置から概ね 100ｍ以内の位置に

当該開発道路を設置し、市に帰属すること。ただし、予定建築物の形態、

および地形上、これに拠る事が困難な場合は、同等以上の機能を確保する

ことで、別途協議できるものとする。 

 

Ｐ．８７ 

３．特定区域（分譲住宅立地区域） 

(2) 公園・緑地 

５ha 未満の開発については公園を１ヶ所以上設け市に帰属するものとす

る。公園１ヶ所の面積は 300 ㎡以上、かつ、公園等の合計面積は開発区域

全体の面積の３％以上とする。 

 

(5) 集会所 

集会所用地は、公園に隣接する位置に設置し、市に帰属すること。 

設置基準：計画戸数 50 戸に対し１箇所設置するものとする。ただし、計

画戸数が 50 に満たさない場合や、開発区域が１ha 未満の場合であっても

１箇所設置するものとする。 

 

Ｐ．８８ 

（附 則） 

この基準は、平成 16 年６月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、平成 17 年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、平成 20 年４月１日から施行する。 

（附 則） 

１ この基準は、平成 20 年 10 月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 改正後の「都市計画法第 34 条第 11 号に基づく開発行為等に関する技
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令和８年度 令和7年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ．８７ 

【必要書類】 

・ 開発理由書（申請者の住所、氏名を記入したもので、申請人の現状、実家

の将来、別世帯を構成する必要性、申請地決定の理由を記述すること。） 

・ 分化調書（様式 32） 

・ 申請地の登記事項証明書の原本（３ヶ月以内のもの） 

・ 固定資産評価証明書（10 年以上継続して居住している者が所有する土地、

建物のすべてを記載したもの。なお、市街化区域に土地を有する場合は、当

該住宅の建築が困難である理由を開発理由書に記述のこと。） 

・ 家族構成および申請者と申請日の 10 年以前からの現居住所有者との続柄

が確認できる図表 

・ 婚姻の場合は、相手の証明書（住民票記載事項証明等） 

・ 転勤やＵターンの場合は、その旨の申立書 

・ 住民票（家族全員・続柄のわかるもの。申請日の 10 年以前から当該区域

に継続して居住していることが確認できるもの）の原本（３ヶ月以内のも

の） 

・ 申請地を相続等で譲渡する場合はその旨の確約書 

術基準」の規定は、施行日以後に開発事業事前申請書が受理される開発事

業に適用し、施行日前に開発事業事前申請書が受理された開発事業につい

ては、なお、従前の規定による。 

（附 則） 

この基準は、平成 24年 10 月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、平成 26 年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、平成 28 年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

Ｐ．８９ 

【必要書類】 

・ 開発理由書（申請者の住所、氏名を記入したもので、申請人の現状、実

家の将来、別世帯を構成する必要性、申請地決定の理由を記述すること。） 

・ 分化調書（様式 32） 

・ 申請地の登記事項証明書の原本（３ヶ月以内のもの）を添付 

・ 固定資産評価証明書（10 年以上継続して居住している者が所有する土地、

建物のすべてを記載したもの。なお、市街化区域に土地を有する場合は、当

該住宅の建築が困難である理由を開発理由書に記述のこと。） 

・ 家族構成および申請者と申請日の 10 年以前からの現居住所有者との続柄

が確認できる図表 

・ 婚姻の場合は、相手の証明書（住民票記載事項証明等） 

・ 転勤やＵターンの場合は、その旨の申立書 

・ 住民票（家族全員・続柄のわかるもの。申請日の 10年以前から当該区域に

継続して居住していることが確認できるもの）の原本（３ヶ月以内のもの）

を添付 
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令和８年度 令和7年度 

・ 位置図（1/2,500）（実家と申請地の距離を記入すること。） 

・ 建築図面（平面図、立面図等） 

・ その他市長が必要と認める書類 

 

（２）条例別表第５第２項（借家からの転居に伴う自己用住宅） 

【必要書類】 

・ 開発理由書（申請者の住所、氏名を記入したもので、申請人の現状、申

請地決定の理由を記述すること。） 

・ 賃貸契約書の写しにより借家であることが確認できるもの 

・ 申請地の登記事項証明書の原本（３ヶ月以内のもの） 

・ 住民票（家族全員・続柄のわかるもの。申請日の 10 年以前から当該区域

に継続して居住していることが確認できるもの）の原本（３ヶ月以内のも

の） 

・ 相続等で譲渡する場合はその旨の確約書 

・ 位置図（1/2,500）（現住居と申請地の距離を記入すること） 

・ 建築図面（平面図、立面図等） 

・ その他市長が必要と認める書類 

 

Ｐ．８９ 

（４）条例別表第５第４項（認定既存住宅団地における自己用住宅） 

【必要書類】 

・ 開発理由書（申請者の住所、氏名を記入したもので、自己の居住（自

らの生活の本拠として利用することをいう。）の用に供する住宅を必要

とする理由、現在居住している住宅の自借家の別、当該市街化調整区域

において建築する理由、建築物の着工、完了の予定年月日、現住居の許

可後の取り扱い方法等を漏れなく記入のこと。） 

・ 申請地の登記事項証明書の原本（３ヶ月以内のもの） 

・ 住民票（家族全員・続柄のわかるもの）の原本（３ヶ月以内のもの） 

 

・ 位置図（1/2,500） 

・ 申請地を相続等で譲渡する場合はその旨の確約書 

・ 位置図（1/2,500） なお、実家と申請地の距離を記入すること 

・ 建築図面（平面図、立面図等） 

・ その他市長が必要と認める書類 

 
（２）条例別表第５第２項（借家からの転居に伴う自己用住宅） 
【必要書類】 

・ 開発理由書（申請者の住所、氏名を記入したもので、申請人の現状、申請

地決定の理由を記述すること。） 

・ 賃貸契約書の写しにより借家であることが確認できるもの 

・ 申請地の登記事項証明書の原本（３ヶ月以内のもの）を添付 

・ 住民票（家族全員・続柄のわかるもの。申請日の 10 年以前から当該区域

に継続して居住していることが確認できるもの）の原本（３ヶ月以内のも

の）を添付 

・ 相続等で譲渡する場合はその旨の確約書 

・ 位置図（1/2,500）  なお、現住居と申請地の距離を記入すること 

・ 建築図面（平面図、立面図等） 

・ その他市長が必要と認める書類 

 

Ｐ．９１ 

（４）条例別表第５第４項（認定既存住宅団地における自己用住宅） 

【必要書類】 

・ 開発理由書（申請者の住所、氏名を記入したもので、自己の居住（自

らの生活の本拠として利用することをいう。）の用に供する住宅を必要

とする理由、現在居住している住宅の自借家の別、当該市街化調整区域

において建築する理由、建築物の着工、完了の予定年月日、現住居の許

可後の取り扱い方法等を漏れなく記入のこと。） 

・ 申請地の登記事項証明書の原本（３ヶ月以内のもの）を添付 

・ 住民票（家族全員・続柄のわかるもの）の原本（３ヶ月以内のもの）

を添付 
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令和８年度 令和7年度 

・ 建築図面（平面図、立面図等） 

・ その他市長が必要と認める書類 

※ 団地認定図については、開発調整課で確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ．９２ 

・提案基準 13 「地域経済牽引事業の用に供する施設について」（開発許

可、建築許可） 

13-1（平成 30 年７月 31日に失効、廃止済） 

 

Ｐ．１５８ 

２ 制限の内容 

 (3) 壁面線の位置 建築基準法第 47条 

 (4) 外壁の後退距離 建築基準法第 54 条 

 (5) 容 積 率  建築基準法第 52 条 

 (6) その他建築物の敷地、構造、設備に関する制限 

 

Ｐ．１６０ 

４ その他 

（２）建築基準法第６条および第６条の２（同法第 88 条第１項または第

・ 位置図（1/2,500） 

・ 建築図面（平面図、立面図等） 

・ その他市長が必要と認める書類 

※ 団地認定図については、開発調整課で確認すること。 

 

（附 則） 

この基準は、平成 15 年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、平成 27 年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、平成 31 年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。 

Ｐ．９３ 

・提案基準 13 「地域経済牽引事業の用に供する施設について」（開発許

可、建築許可） 

13-1（平成 30 年８月１日に失効、廃止済） 

 

Ｐ．１６０ 

２ 制限の内容 

 (3) 壁面線の位置 建築基準法第 46条、第 47 条 

 (4) 外壁の後退距離 建築基準法第 54 条 

 (5) 容 積 率  建築基準法第 52 条 

 (6) その他建築物の敷地、構造、設備に関する制限 

 

Ｐ．１６２ 

４ その他 
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令和８年度 令和7年度 

２項において準用する場合を含む。）の規定による確認を受けようとする

場合は、申請に係る計画が本条の規定に適合していることを証する書面を

申請書に添付しなければならない。（建築基準法施行規則第１条の３第１

項の表二の(76)項から(81)項、第３条第５項、都市計画法施行規則第 60条

参照） 

 

Ｐ．１６９ 

（３）請求の対象となる施設は、市街化区域内における都市計画施設であ

る幹線街路および次に掲げるものである。 

ア 都市計画施設である幅員 12ｍ以上の道路、公園、緑地、広場、下水

道（管渠を除く）、運河および水路 

イ 河川 

 

Ｐ．１７０ 

 
Ｐ．１７１ 

（５）盛土規制法 

 都市計画法第２９条第１項または第２項の許可を受けて行われる当該

許可の内容に適合した宅地造成または特定盛土等に関する工事は、盛土規

制法に基づく許可を受けることを要しない。（盛土規制法第１５条第２項） 

（６）その他の法律 

 道路法、河川法、自然公園法、砂防法、草津市法定外公共物管理条例そ

の他開発行為に関係する他の法律の規制については都市計画法の許可申

請とは別途に許認可申請を行い、あらかじめ許認可を得、許認可書の写し

を開発許可申請に添付すること。 

（２）建築基準法第６条（同法第 88 条第１項または第２項において準用

する場合を含む。）の規定による確認を受けようとする場合は、申請に係

る計画が本条の規定に適合していることを証する書面を申請書に添付し

なければならない。（建築基準法施行規則第１条の３第１項の表二の(76)

項から(81)項、第３条第５項、都市計画法施行規則第 60 条参照） 

 

 

Ｐ．１７１ 

（３）請求の対象となる施設は、市街化区域内における都市計画施設であ

る幹線街路および次に掲げるものである。 

 ① 都市計画施設である幅員 12ｍ以上の道路、公園、緑地、広場、下水

道（管渠を除く）、運河および水路 

 ② 河川 

 

Ｐ．１７２ 

Ｐ．１７３ 

 
 
 
 
（５）その他の法律 

 道路法、河川法、自然公園法、砂防法、草津市法定外公共物管理条例そ

の他開発行為に関係する他の法律の規制については都市計画法の許可申

請とは別途に許認可申請を行い、あらかじめ許認可を得、許認可書の写し

 
草津市（但し、県等が所管するものは市の照会により 

県等各所管部署が審査する。） 

市街化区域 1,000㎡以上（新たに道路を設置する場合は500㎡以上） 

市街化調整区域 全て 

 

 
草津市（但し、県等が所管するものは市の照会により 

県等各所管部署が審査する。） 

市街化区域 1,000㎡以上（新たに道路を設置する場合は、500㎡以上） 

市街化調整区域 全て 
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令和８年度 令和7年度 

（７）開発行為のフローチャートは次表のとおりである。 

（８）国土調査法 

 事業者は、開発事業の測量において、平成 26年３月 12日付け国土籍第

306 号にて発出された通知に基づき、国土調査法第 19 条第５項に規定す

る指定を積極的に受けるよう努めるものとする。 

 

Ｐ．１８７ 

表９－１  開発制限に関する罰則規定 

 
Ｐ．１８８ 

開発許可申請手数料（令和８年４月１日改正） 

 
Ｐ．１８９ 

を開発許可申請に添付すること。 

（６）開発行為のフローチャートは次表のとおりである。 

（７）国土調査法 

 事業者は、開発事業の測量において、平成 26年３月 12日付け国土籍第

306 号にて発出された通知に基づき、国土調査法第 19 条第５項に規定す

る指定を積極的に受けるよう努めるものとする。 

 

Ｐ．１８９ 

表９－１  開発制限に関する罰則規定 

 
Ｐ．１９０ 

開発許可申請手数料（令和５年４月１日改正） 

 
Ｐ．１９１ 

条 刑 違  反  内  容 

第91条  １年以下の拘禁刑 

 又は50万円以下の 

 罰金 

(1) 市長の命令に違反した者(第81条第１項) 

 

号 申  請  内  容 手  数  料 

１ 法第29条第１項 
または第２項の 
開発行為の許可 
申請の審査 

 開発行為の許可 
 申請手数料 

 開発区域の面積(ha) 自己の居住のため
の開発行為 

自己の業務のため
の開発行為 

非自己用のための
開発行為 

      0.1未満 8,900円 13,000円 89,000円 

 0.1以上  0.3 〃 22,000円 31,000円 130,000円 

 0.3 〃   0.6 〃 45,000円 67,000円 200,000円 

 0.6 〃   1.0 〃 89,000円 120,000円 270,000円 

 1.0 〃   3.0 〃 130,000円 210,000円 400,000円 

 3.0 〃   6.0 〃 180,000円 280,000円 530,000円 

 6.0 〃  10.0 〃 220,000円 350,000円 680,000円 

 10.0〃 310,000円 490,000円 900,000円 

 

条 刑 違  反  内  容 

第91条  １年以下の懲役 

 又は50万円以下の 

 罰金 

(1) 市長の命令に違反した者(第81条第１項) 

 

号 申  請  内  容 手  数  料 

１ 法第29条第１項 
または第２項の 
開発行為の許可 
申請の審査 

 開発行為の許可 
 申請手数料 

 開発区域の面積(ha) 自己の居住のため
の開発行為 

自己の業務のため
の開発行為 

非自己用のための
開発行為 

      0.1未満 8,900円 13,000円 89,000円 

 0.1以上  0.3 〃 22,000円 31,000円 130,000円 

 0.3 〃   0.6 〃 44,000円 67,000円 200,000円 

 0.6 〃   1.0 〃 89,000円 120,000円 270,000円 

 1.0 〃   3.0 〃 130,000円 200,000円 400,000円 

 3.0 〃   6.0 〃 180,000円 280,000円 520,000円 

 6.0 〃  10.0 〃 220,000円 350,000円 680,000円 

 10.0〃 310,000円 490,000円 900,000円 

 



草津市開発事業の手引き 新旧対照表 

- 26 - 

 

令和８年度 令和7年度 

 
Ｐ．１９３ 

６ 建築工事完了届出書の提出 

事業者は、建築行為を伴う開発事業の場合で、当該建築物に係る工事が

完了したときは、建築工事完了届出書（様式 66）を市長あてに提出しなけ

ればならない。 

 なお、一戸建て住宅に関してはこの限りでない。 

 

Ｐ．２０４ 

ケ 街渠桝の位置について 

街渠桝が乗り入れ部に位置する場合は、適切な位置に街渠桝を移設する

こと。 

なお、専用住宅の乗り入れの場合は、道路管理者と協議のこと。 

 

Ｐ．２０５ 

（注）１ 特例値以上の幅員（有効幅員）を採用できる条件とは、開発の

目的、開発区域の規模、形状、周辺の地形、周辺の土地利用、道路計画

等から勘案して、環境の保全上、防災上、通行の安全上支障がなく開発

区域から円滑な交通分散が可能と判断できる場合とする。 

  なお、特例値が採用できる場合であっても、開発区域が 0.1ha 以上の

場合は、道路に接する区域は、6.0ｍ以上（政令第 25 条第２号の最小幅

 
Ｐ．１９５ 

６ 建築工事完了届出書の提出 

 事業者は、建築行為を伴う開発事業の場合で、当該建築物に係る工事が

完了したときは、建築工事完了届出書（様式 66）を市長あてに提出しなけ

ればならない。 

 

 

Ｐ．２０６ 

 

（新設） 

 

 

 

Ｐ．２０７ 

（注）１ 特例値以上の幅員を採用できる場合とは、開発の目的、開発区

域の規模、形状、周辺の地形、周辺の土地利用、道路計画等から勘案し

て、環境の保全上、防災上、通行の安全上支障がなく開発区域から円滑

に交通分散が可能な道路までの区間の道路の最小幅員（有効幅員）が特

例値以上の場合とする。 

  なお、特例値が採用できた場合であっても、開発区域が 0.1ha 以上の

号 申  請  内  容 手  数  料 
   

５ 法第43条の建築
等許可申請の審
査 

開発許可を受けな
い市街化調整区域
内の土地における
建築等許可申請手
数料 
 
 
 
 
 
 

 開発区域の面積(ha)  

           0.1未満          6,700円 

 0.1以上  0.3 〃         18,000円 

 0.3 〃   0.6 〃         38,000円 

 0.6 〃   1.0 〃         67,000円 

 1.0 〃          94,000円 

 

号 申  請  内  容 手  数  料 
   

５ 法第43条の建築
等許可申請の審
査 

開発許可を受けな
い市街化調整区域
内の土地における
建築等許可申請手
数料 
 
 
 
 
 
 

 開発区域の面積(ha)  

           0.1未満          6,700円 

 0.1以上  0.3 〃         18,000円 

 0.3 〃   0.6 〃         38,000円 

 0.6 〃   1.0 〃         67,000円 

 1.0 〃          93,000円 
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令和８年度 令和7年度 

員以上とする）に道路用地としてセットバックすること。 

 

 

Ｐ．２３０ 

４ 放流先河川等の排水能力の検討 

（１） 開発区域の面積が１ha 以上の場合 

「開発に伴う雨水排水計画基準（案）」（平成 14 年４月滋賀県河港課作

成）の基準に基づいて、滋賀県流域政策局河港事業室広域河川政策係との

協議によるものとする。 

ただし、県管理一級河川以外の河川については、各管理者との協議によ

るものとする。 

 

Ｐ．２３１ 

ｲ) 確率年 

確率年は河川の規模等により下表の確率年を用いること。 

 

Ｐ．２３３ 

3) 流出係数ｆの設定 

 

 

Ｐ．２４０ 

14 その他 

（４） 雨水幹線等において次の場所は安全防護施設を設置すること。 

① 市道に隣接し、路面までの垂直高さが第３章図３-18 に示す値以上の

開水路 

② 住宅に隣接し、または団地等の住宅の密集した区域内にあり、路面ま

での垂直高さが第３章図３-18 に示す値の以上の開水路 

③ その他、特に必要と認められる場所 

 

場合は、道路に接する区域は、6.0ｍ以上（政令第 25 条第２号の最小幅

員以上とする）に道路用地としてセットバックすること。 

 

Ｐ．２３２ 

４ 放流先河川等の排水能力の検討 

（１） 開発区域の面積が１ha 以上の場合 

「開発に伴う雨水排水計画基準（案）」（平成 14 年４月滋賀県河港課作

成）の基準に基づいて、滋賀県流域政策局広域河川政策室との協議による

ものとする。 

ただし、県管理一級河川以外の河川については、各管理者との協議によ

るものとする。 

 

Ｐ．２３３ 

ｲ) 確率年 

確率年は河川に規模等により下表の確率年を用いること。 

 

Ｐ．２３３ 

3) 流出係数ｆの設定（下水道事業雨水排出計画区域外を対象とする。な

お、計画区域内は草津市公共下水道計画による。） 

 

Ｐ．２４２ 

14 その他 

（４） 雨水幹線等において次の場所は安全防護施設を設置すること。 

① 市道に隣接し、路面までの垂直高さが第３章図３-15 に示す値以上の

開水路 

② 住宅に隣接し、または団地等の住宅の密集した区域内にあり、路面ま

での垂直高さが第３章図３-15 に示す値の以上の開水路 

③ その他、特に必要と認められる場所 
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令和８年度 令和7年度 

 

Ｐ．２４５ 

８ 公園等の配置 

エ その他の施設 

 公園等には、表５－４に掲げる施設を、市長と協議のうえ設けるものと

する。なお、遊具については「都市公園における遊具の安全確保に関する

指針（改訂第３版）」（令和６年６月国土交通省策定）、「都市公園における

遊具の安全確保に関する指針（別編：子どもが利用する可能性のある健康

器具系施設）」（令和６年６月国土交通省策定）および「遊具の安全に関す

る規準 JPFA-SP-S:2024」（令和６年４月一般社団法人日本公園施設業協会

策定）に基づき施工すること。 

 

Ｐ．２４７ 

樹木の保存、表土の保全に関する法規定 

政令第 23条の３ 法第 33 条第１項第９号の政令で定める規模は、１ヘク

タールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全

するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で区域を

限り、0.3 ヘクタール以上１ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に

定めることができる。 

 

Ｐ．２４９ 

図６－４ 表 土 断 面 図 

 

Ｐ．２４７ 

８ 公園等の配置 

エ その他の施設 

 公園等には、表５－４に掲げる施設を、市長と協議のうえ設けるものと

する。なお、遊具については「都市公園における遊具の安全確保に関する

指針（改訂第３版）」（令和６年６月国土交通省策定）、「都市公園における

遊具の安全確保に関する指針（別編：子どもが利用する可能性のある健康

器具系施設）」（令和６年６月国土交通省策定）および「遊具の安全に関す

る規準 JPFA-SP-S:2024」（令和６年６月一般社団法人日本公園施設業協会

策定）に基づき施工すること。 

 

Ｐ．２４９ 

樹木の保存、表土の保全に関する法規定 

政令第 23条の３ 法第 33 条第１項第９号の政令で定める規模は、１ヘク

タールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全

するため特に必要があると認められるときは、都道府県知事は、都道府県

の規則で、区域を限り、0.3 ヘクタール以上１ヘクタール未満の範囲内で、

その規模を別に定めることができる。 

 

Ｐ．２５１ 

図６－４ 表 土 断 面 図 
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令和８年度 令和7年度 

 
 

Ｐ．２５０ 

（３）表土の保全箇所 

 一般に表土の保全措置を行うのが適当と考えられるのは、公園、緑地、

コモンガーデン、隣棟間空地、緑地帯等である。 

 

Ｐ．２５２ 

３ 周辺景観への配慮 

建築物や工作物については、草津市景観計画に定める景観形成基準に適

合させるとともに、地域の景観特性に配慮し、周辺景観に調和させること。 

また、敷地の緑化措置については、以下に該当する場合は、原則として敷

地面積の 10％以上の緑化が必要となることから、その旨明示した資料を作

成すること。ただし、都市計画法第８条に規定する用途地域内にあっては

この限りでない。 

(1) 草津市景観計画に定める景観形成重点地区内において建築物の建築

または工作物の建設をする場合で、その対象となる土地が琵琶湖岸景観形

成重点地区にあっては 0.3ha 以上のもの、伝統的沿道景観重点地区にあっ

 
 

Ｐ．２５２ 

（３）表土の保全箇所 

 一般に表土の保全措置を行うのが適当と考えられるのは、公園、緑地、

コモンガーデン、隣棟間空地、緑地地帯等である。 

 

Ｐ．２５４ 

３ 周辺景観への配慮 

建築物や工作物については、草津市景観計画に定める景観形成基準に適

合させるとともに、地域の景観特性に配慮し、周辺景観に調和させること。 

また、敷地の緑化措置については、以下に該当する場合は、原則として敷

地面積の 20％以上の緑化が必要となることから、その旨明示した資料を作

成すること。ただし、都市計画法第８条に規定する用途地域内にあっては

この限りでない。 

(1) 草津市景観計画に定める景観形成重点地区内において建築物の建築

または工作物の建設をする場合で、その対象となる土地が琵琶湖岸景観形

成重点地区にあっては 0.3ha 以上のもの、伝統的沿道景観重点地区にあっ
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令和８年度 令和7年度 

ては 1.0ha 以上のもの。この場合にあっては、原則として敷地面積の 20%

以上を緑化すること。 

(2) 草津市景観計画に定める景観形成重点地区以外の区域において、草

津市景観条例に規定する大規模建築物等に該当する建築物または工作物

を建築する場合で、その対象となる土地が 0.3ha 以上のもの。この場合に

あっては、原則として敷地面積の 10％以上を緑化すること。 

 

Ｐ．２６１ 

エ 建築物の構造、敷地ならびに周囲の状況から空地が確保できない、ま

たは有効でない場合は、次に掲げるいずれかの基準を満たすことによ

り、消防活動空地の代替措置とすることができる。 

（ウ）２以上の直通階段の設置 

① ２以上の直通階段のうち１の直通階段は、建築基準法施行令第 123 条

に定める屋内避難階段、屋外避難階段または特別避難階段（以下「避難

階段等」という。）とすること。 

 

Ｐ．２６８ 

５ 給配水施設の設計 

給配水施設の設計は、次の事項を勘案して、当該開発区域について想定

される需用に支障をきたさない構造能力とし、日本水道協会水道施設設計

指針および草津市上水道設計指針および草津市給水装置工事施工基準等

に適合するものとすること。 

 

Ｐ．２７０ 

７ その他 

(2) 貯水槽以降の設備に使用する給水用具等については、給水器具から

の水の汚染を防止する等の観点から、貯水槽以降の給水器具等について

も水道法施行令第６条に規定する給水装置の構造および材質の基準に

準じて施工のこと。なお、建築基準法施行令第 129 条の２の４の規定に

ては 1.0ha 以上のもの。なお、この場合にあっては、緑化面積の中に敷地

面積の 20％に 1/20 を乗じた値以上の本数の高木を含むこと。 

(2) 草津市景観計画に定める景観形成重点地区以外の区域において、草

津市景観条例に規定する大規模建築物等に該当する建築物または工作物

を建築する場合 

 

 

Ｐ．２６３ 

エ 建築物の構造、敷地ならびに周囲の状況から空地が確保できない、ま

たは有効でない場合は、次に掲げるいずれかの基準を満たすことによ

り、消防活動空地の代替措置とすることができる。 

（ウ）２以上の直通階段の設置 

① ２以上の直通階段のうち１の直通階段は、建築基準法施行令第 123 条

に定める屋内避難階段、屋外避難階段または特別屋内避難階段（以下「避

難階段等」という。）とすること。 

 

Ｐ．２７０ 

５ 給配水施設の設計 

給配水施設の設計は、次の事項を勘案して、当該開発区域について想定さ

れる需用に支障をきたさない構造能力とし、日本水道協会水道施設設計指

針および草津市上水道設計指針等に適合するものとすること。 

 

 

Ｐ．２７２ 

７ その他 

(2) 貯水槽以降の設備に使用する給水用具等については、給水器具から

の水の汚染を防止する等の観点から、貯水槽以降の給水器具等について

も水道法施行令第６条に規定する給水装置の構造および材質の基準に

準じて施工のこと。なお、建築基準法施行令第 129 条の２の４の規定に
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令和８年度 令和7年度 

基づく給水、排水その他の配管設備の設置および構造とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ．３１３ 

 
 

基づく給排水設備の設置および構造とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ．３１５ 

 
 

 

 

公益施設の名称 設 置 基 準 用地面積（平方メートル） 用地の形状 

地域まちづくり

センター 

開発区域面積 40ha または 1,700 正方形また 

はこれに近 

い長方形で、 

施設建設に 

支障となら 

ない形状。 

警察官派出所 計画戸数 1,500 に１箇所 300 

保  育  所  2,500 

集  会  所                                                                                                                                                                                                                     

計画戸数 50 以上に１箇所設置するこ

とを基本とする。また、計画戸数が 50

に満たない場合であっても開発区域

面積が１ha を超える場合は１箇所設

置するものとする。ただし、集会場が

ある近隣の町内会に加入する場合は

この限りではない。なお、分譲住宅と

共同住宅を同時に計画する場合は、足

し合わせて数えないものとする。                                       

200 以上 

（設置基準を超える面積

の算定）計画戸数１あた

り用地面積に４㎡以上を

加算 

 

公益施設の名称 設 置 基 準 用地面積（平方メートル） 用地の形状 

地域まちづくり

センター 

開発区域面積 40ha または 1,700 正方形また 

はこれに近 

い長方形で、 

施設建設に 

支障となら 

ない形状。 

警察官派出所 計画戸数 1,500 に１箇所 300 

保  育  所  2,500 

集  会  所                                                                                                                                                                                                                     

計画戸数 50 に１箇所設置することを

基本とするが、分譲住宅と共同住宅を

同時に計画する場合は、足し合わせて

数えないものとする。また、計画戸数

が 50に満たない場合であっても開発

区域面積が１ha を超える場合は１箇

所設置するものとする。                                       

200 以上 

（設置基準を超える面積

の算定）計画戸数１あた

り用地面積に４㎡以上を

加算 
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令和８年度 令和7年度 

Ｐ．３１４ 

７ 防犯施設 

（３） 専用住宅、兼用住宅以外を建築する事業者は、防犯設備について、

警察署の指導・助言を受けたうえ、市長と協議し、駐車場および駐輪場周

辺に、次のとおり防犯上必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ．３１９ 

別表第２ 駐車場施設設置基準 

 

 
 

Ｐ．３２０ 

草津市の駐車場施設設置に係る特例基準 

１ 商業地域、近隣商業地域内 

Ｐ．３１６ 

７ 防犯施設 

（３） 共同住宅で 10 戸以上のものを建築する事業（増築または改築の

結果、戸数が 10 以上となる場合も含む。）および駐車場を併設するコンビ

ニエンスストア等を建築する事業者は、駐車場および駐輪場周辺に、市長

と協議のうえ、次のとおり防犯上必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

Ｐ．３２１ 

別表第２ 駐車場施設設置基準 

 

 
 

Ｐ．３２２ 

草津市の駐車場施設設置に係る特例基準 

１ 商業地域、近隣商業地域内（指定容積率が 300％以上） 

建物の用途 自 動 車 駐 車 場 自転車・バイク駐車場 備 考 

集  合  住 

宅 

(ファミリータイプ) 

計画戸数の 100％以上の台数 

 (商業地域・近隣商業地域は 80％) 計画戸数の 100％以上の台数 

 

集  合  住 

宅 

(ワンルームタイプ)

※1 

計画戸数の 50％以上の台数 

 (商業地域・近隣商業地域は 40％) 
計画戸数の 100％以上の台数 

（うち、バイク駐車場は計

画戸数の 50％以上の台数） 

 

 

建物の用途 自 動 車 駐 車 場 自転車・バイク駐車場 備 考 

集  合  住 

宅 

(ファミリータイプ) 

計画戸数の 100％以上の台数 

 (商業地域は 80％) 計画戸数の 100％以上の台数 

 

集  合  住 

宅 

(ワンルームタイプ)

※1 

計画戸数の 50％以上の台数 

 (商業地域は 40％) 
計画戸数の 100％以上の台数 

（うち、バイク駐車場は計

画戸数の 50％以上の台数） 
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令和８年度 令和7年度 

 

Ｐ．３５４ 

２ この要綱は、次に掲げる行為（以下「特定開発行為等」という。）に適

用する。 

(1) 土地の形質の変更で、その区域の面積が 500 平方メートル以上のも

の。ただし、法第 29条第１項の許可が必要な開発行為は除く。（以下「特

定開発行為」という。）。 

(2) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第１号の建築物（以下

「建築物」という。）を建築する行為で次のいずれかに該当するもの（以下

「特定建築行為」という。）をいう。 

ア 戸数が４以上の分譲一戸建住宅（分譲宅地を含む）を建築する行為 

イ 戸数が９以上の集合住宅を建築する行為（増改築の結果、戸数の増減

にかかわらず計画戸数が９以上となる集合住宅の増築行為または改築行

為を含む。） 

ウ 高さが１０メートルを超える建築物を建築する行為（建築物の高さが

従前より低くなる増築行為または改築行為は除く。） 

 

エ 延床面積３００平方メートル以上の住宅以外の建築物を建築する行

為。ただし、次に掲げる行為を除く。 

(ｱ) 増築に係る延床面積が現存建築物の延床面積の５分の１を超えない

範囲での増築行為 

(ｲ) 改築により増加する延床面積が現存建築物の延床面積の５分の１を

超えない範囲での改築行為で用途の変更を伴わないもの 

 

Ｐ．３５５ 

（特定開発行為等の適用範囲） 

(2) 先行する特定開発行為等について、特定開発行為については第６条

第４項の特定開発行為等に関する工事の検査済書が交付された時点か

ら、特定建築行為については建築基準法第６条第１項および第６条の２

 

Ｐ．３５６ 

２ この要綱は、次に掲げる行為（以下「特定開発行為等」という。）に適

用する。 

(1) 土地の形質の変更で、その区域の面積が 500 平方メートル以上のも

の。ただし、法第 29条第１項の許可が必要な開発行為は除く。（以下「特

定開発行為」という。）。 

(2) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第１号の建築物（以下

「建築物」という。）を建築する行為で次のいずれかに該当するもの（以下

「特定建築行為」という。）をいう。 

ア 戸数が４以上の分譲一戸建住宅（分譲宅地を含む）を建築する行為 

イ 戸数が９以上の集合住宅を建築する行為（増改築の結果、戸数の増減

にかかわらず計画戸数が９以上となる集合住宅の増築行為または改築行

為を含む。） 

ウ 高さが１０メートルを超える分譲一戸建住宅、または集合住宅を建築

する行為（建築物の高さが従前より低くなる増築行為または改築行為は除

く。） 

エ 延床面積３００平方メートル以上または高さが１０メートルを超え

る住宅以外の建築物を建築する行為。ただし、次に掲げる行為を除く。 

(ｱ) 増築に係る延床面積が従前建築物の延床面積の５分の１を超えない

範囲での増築行為 

(ｲ) 改築により増加する延床面積が従前建築物の延床面積の５分の１を

超えない範囲での改築行為で用途の変更を伴わないもの 

 

Ｐ．３５７ 

（特定開発行為等の適用範囲） 

(2) 先行する特定開発行為等について、特定開発行為については第６条

第４項の特定開発行為等に関する工事の検査済書が交付された時点か

ら、特定建築行為については建築基準法第６条第１項の確認の申請等が
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令和８年度 令和7年度 

第１項の確認の申請等が提出された時点から、１年以内に後続する特定

開発行為等が行われる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ．３７２ 

開発事業事前申請書・開発許可申請書・特定開発行為等協議書添付図面等

作成要領 

（兼申請時チェックリスト） 

 
 

提出された時点から、１年以内に後続する特定開発行為等が行われる場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ．３７４ 

開発事業事前申請書・開発許可申請書・特定開発行為等協議書添付図面等

作成要領 

（兼申請時チェックリスト） 
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令和８年度 令和7年度 

 
 

Ｐ．３７８ 

建築許可申請図書作成要領 

表８－１ 建築許可申請図作成要領（法第 34条第 11 号の一般区域、同条

第 12 号（条例別表第５第４項）） 

 
 

Ｐ．３７９ 

表８－２ 建築許可申請図作成要領（法第 34条第 12 号（条例別表第５第

１項、第２項、第３項）） 

 
 

Ｐ．３８０ 

 

 
 

Ｐ．３８２ 

別紙１のとおり 

 

 
 

Ｐ．３８０ 

建築許可申請図書作成要領 

表８－１ 建築許可申請図作成要領（法第 34条第 11 号の一般区域、同条

第 12 号（条例別表第５第４項）） 

 
 

Ｐ．３８１ 

表８－２ 建築許可申請図作成要領（法第 34条第 12 号（条例別表第５第

１項、第２項、第３項）） 

 
 

Ｐ．３８２ 

 

 
 

Ｐ．３８４ 

別紙１のとおり 
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令和８年度 令和7年度 

Ｐ．３８３ 

開発事前審査申請書添付図書２ （開発許可） 

 
 

Ｐ．３８５ 

公共施設の帰属書類に「設計説明書（変更前後わかるもの）」を追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ．３８５ 

開発事前審査申請書添付図書２ （開発許可） 

 
 

Ｐ．３８７ 

（新規追加） 
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令和８年度 令和7年度 

 

Ｐ．３８７ 

別表４－２ 法第 34 条第１号の対象とする公益施設 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ｐ．３８９ 

別表４－２ 法第 34 条第１号の対象とする公益施設 
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令和８年度 令和7年度 

 

Ｐ．３８９ 

別表４－５ 法第 34 条第 14 号の対象とする公益施設 

 
 

 

 

 

 

 

様式集については別添参照 

変更がある様式は様式一覧表および 3，5，35，41，63，70，78 です。 

 

 

 

 

 

 

Ｐ．３９１ 

別表４－５ 法第 34 条第 14 号の対象とする公益施設 

 
 

 

 

 

 

 

様式集については別添参照 
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別紙１（変更後） 

 

開発事
業事前
審査申
請書

委任状

開発事
業概要

書
位置図 公図

権利者
一覧表

開発事
業施行
同意書

登記事
項証明

書

現況
写真

現況図
土地利
用計画

図

造成計
画平面

図

雨水排
水計画
平面図

汚水排
水計画
平面図

給水計
画平面

図

緑化
計画図

造成計
画断面

図
構造図 求積図

排水
流域図

道路、河
川（水

路）詳細
図、縦横
断面図

電波障
害予測
図、日
影図

建築
計画図

1 危機管理課  ＊注１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

2 まちづくり協働課 ○ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △

3 環境政策課 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○

4 資源循環推進課　＊注１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

5 農林水産課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 都市計画課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 交通政策課　＊注１ ○ ○ ○ ○ ○

8 公園緑地課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 〇 ○

9 開発調整課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

10 建築政策課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

11 土木管理課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 道路課　＊注２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 河川課　＊注１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 給排水課（下水道担当）＊注３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 給排水課（上水道担当）＊注３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 教育総務課　＊注４ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 学校教育課 ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 歴史文化財課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 農業委員会事務局　＊注５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 西消防署・南消防署＊注１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 草津用水土地改良区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 総務課　＊注６ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○

23 商工観光労政課　＊注７ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・△の危機管理課の構造図は防火水槽、消火栓器具庫およびそれらにかかる標識類がある場合に必要とする。

・△のまちづくり協働課の添付図書は、集会所用地または集会場（地域まちづくりセンター）に関わる開発の場合に必要とする。

・△の環境政策課の写真および造成計画平面図は、隣接地に自然環境保全地区や保護樹木がある場合に必要とする。

・△の環境政策課・開発調整課の電波障害予測図は中高層建築物に該当する場合に必要とし、開発調整課・建築政策課の日影図は中高層建築物に該当する場合に必要とする。

・△の資源循環推進課の構造図は、ごみ集積所がある場合に必要とする。（32条協議の際は求積図が必要。）

・＊注１　危機管理課・資源循環推進課・交通政策課・河川課・西消防署・南消防署は開発目的が専用住宅である場合は申請書類不要

・＊注３　給排水課については、汚水給水計画が無い場合においても申請書類を必要とする。また、下水道本管整備を伴うものについては、縦横断図を添付のこと。

・＊注６　市有財産等の財産に関係する開発については、総務課分を作成すること。

・＊注７　工場開発については、商工観光労政課分を作成すること。

・給水計画が公共上水道でない場合は給水計画平面図を必要とする。

・水理計算書、構造計算書は、必要に応じて添付のこと。

・土地区画整理事業区域内の開発については、仮換地図を添付すること。

・汚水排水計画平面図には、宅地内排水設備の計画を家屋内外の設備とも作成すること。

・草津駅周辺エリア未来ビジョンにて指定する区域、または地区計画（生活拠点形成型）については、都市地域戦略課分（教育総務課の添付図書と同様の書類）を作成すること。

・概ね50戸以上または1ha以上の開発協議（要綱協議含む）については、幼児施設課分、子ども・若者政策課分（事前審査申請書・開発事業概要書・位置図）を作成し、幼児施設課

　、子ども・若者政策課へ通知すること。

開 発 事 前 審 査 申 請 書 ・ 特 定 開 発 行 為 等 協 議 書 添 付 図 書 1（開発許可または建築物を伴う要綱協議）     ＜草津市・消防署・草津用水土地改良区＞

・＊注２　道路課については、開発区域内に道路の新設がない場合は申請書類不要。

特　記　事　項 ・＊注５　農業委員会事務局については、登記地目または現況が「田・畑」以外の場合は申請書類不要

・＊注４　教育施設に隣接する開発の場合は、教育総務課分はすべての図書等を必要とする。

・△の公園緑地課の構造図は公園等を設置し、帰属する場合に必要とする。
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別紙１（変更前） 

 

開発事
業事前
審査申
請書

委任状

開発事
業概要
書

位置図 公図
権利者
一覧表

開発事
業施行
同意書

登記事
項証明
書

現況
写真

現況図
土地利
用計画

図

造成計
画平面

図

雨水排
水計画
平面図

汚水排
水計画
平面図

給水計
画平面
図

緑化
計画図

造成計
画断面
図

構造図 求積図
排水

流域図

道路、河
川（水

路）詳細
図、縦横
断面図

電波障
害予測
図、日
影図

建築
計画図

1 危機管理課  ＊注１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

2 まちづくり協働課 ○ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △

3 環境政策課 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○

4 資源循環推進課　＊注１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

5 農林水産課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 都市計画課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 交通政策課　＊注１ ○ ○ ○ ○ ○

8 公園緑地課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 〇 ○

9 開発調整課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

10 建築政策課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

11 土木管理課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 道路課　＊注２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 河川課　＊注１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 給排水課（下水道担当）＊注３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 給排水課（上水道担当）＊注３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 教育総務課 ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 学校教育課 ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 歴史文化財課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 農業委員会事務局　＊注４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 西消防署・南消防署＊注１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 草津用水土地改良区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 総務課 ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○

23 商工観光労政課 ○ ○ ○ ○ ○ ○

・△の危機管理課の構造図は防火水槽、避難通路、消火栓器具庫およびそれらにかかる標識類がある場合に必要とし、避難通路がある場合は道路詳細図、縦横断図を必要とする。

・△のまちづくり協働課の添付図書は、集会所用地または集会場（地域まちづくりセンター）に関わる開発の場合に必要とする。

・△の環境政策課の写真および造成計画平面図は、隣接地に自然環境保全地区や保護樹木がある場合に必要とする。

・△の環境政策課・開発調整課の電波障害予測図は中高層建築物に該当する場合に必要とし、開発調整課・建築政策課の日影図は中高層建築物に該当する場合に必要とする。

・△の資源循環推進課の構造図は、ごみ集積所がある場合に必要とする。（32条協議の際は求積図が必要。）

・＊注１　危機管理課・資源循環推進課・交通政策課・河川課・西消防署・南消防署は開発目的が専用住宅である場合は申請書類不要

・土地区画整理事業区域内の開発については、仮換地図を添付すること。

・汚水排水計画平面図には、宅地内排水設備の計画を家屋内外の設備とも作成すること。

・給水計画が公共上水道でない場合は給水計画平面図を必要とする。

・教育施設に隣接する開発の場合は、教育総務課分はすべての図書等を必要とする。

・市有財産等の財産に関係する開発については、総務課分を作成すること。

・工場開発については、商工観光労政課分を作成すること。

・草津市中心市街地活性化基本計画における中心市街地指定区域については、都市地域戦略課分（教育総務課の添付図書と同様の書類）を作成すること。

・概ね50戸以上または1ha以上の開発協議（要綱協議含む）については、幼児施設課分、子ども・若者政策課分（事前審査申請書・開発事業概要書・位置図）を作成し、幼児施設課

　、子ども・若者政策課へ通知すること。

開 発 事 前 審 査 申 請 書 ・ 特 定 開 発 行 為 等 協 議 書 添 付 図 書 1（開発許可または建築物を伴う要綱協議）     ＜草津市・消防署・草津用水土地改良区＞

・＊注２　道路課については、開発区域内に道路の新設がない場合は申請書類不要。

特　記　事　項 ・水理計算書、構造計算書は、必要に応じて添付のこと。

・＊注３　給排水課については、汚水給水計画が無い場合においても申請書類を必要とする。

・＊注４　農業委員会事務局については、登記地目または現況が「田・畑」以外の場合は申請書類不要

・△の公園緑地課の構造図は公園等を設置し、帰属する場合に必要とする。


